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 第 2回利尻町総合計画審議会会議 会議録 

 

日時・会場： 平成 30 年 9 月 28 日（金） 18:30～00:00 ・ 利尻町役場２階大会議室 

出 席 者：  【委員】 

中村紘委員、石垣純一委員、酒井税委員（会長）、山本榮治委員、 

白取記夫委員、七尾啓二委員、中川原潔委員（副会長）、永井由美子委員、 

浜田健一委員、津田和子委員、小板谷努委員、難波克子委員、高橋哲也委員、 

田村一委員、吉安高嶺委員 

【理事者】 

保野町長、佐々木副町長、小杉教育長 

【策定委員会】 

小玉課長、張間支所長、宮道課長、佐藤弘室長 

【事務局（まちづくり政策課企画振興係）】 

大久保地域おこし企業人、長内係長、荒木係長、 

欠 席 者： 【委員】 

牧野勇治委員、富樫昇委員、柴田諭委員、小坂善一委員、西垣知恵美委員 

次回の会議：  平成 30 年 10 月 05 日（金） 

 

 

I.次第 

１．開会 

２．会長挨拶（酒井会長） 

３．町長挨拶（保野町長） 

４．諮問（町長から酒井会長へ） 

５．議事 

(1) 次期利尻町総合計画の基本構想について 

(2) 今後のスケジュールについて 

(3) その他 

６．閉会 

 

II.会議録 

※会議に先立 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：皆様こんばんは。お忙しいところご出席をいただきまして誠

にありがとうございます。はじめに、当初８月下旬に予定しておりました本会議が、諸事情のため

一月ほど遅れましたことについてお詫び申し上げます。会長はじめ委員の皆様には、ご理解、ご了

承をいただき、今後の審議をお願いいたします。 

 

会 長 、 副 会 長 及 び 町 長 以 下 未 決 
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会議に先立ちまして、本日の出席委員は１５名で、牧野勇治委員、富樫昇委員、柴田諭委員、小坂

善一委員、西垣知恵美委員の５名が所用のため欠席となっておりますが、出席された委員が過半数

の１１名を超えていますので、会議は成立いたしますことを報告いたします。 

 

１．開会 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：それでは、これより第２回利尻町総合計画審議会会議を開催

いたします。 

 

  

２．会長挨拶 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：はじめに、酒井会長より挨拶をお願いいたします。 

 

酒井会長：  

 

 

３．町長挨拶 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：次に、保野町長より挨拶があります。 

 

保野町長：  

 

 

４．諮問 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：次に、保野町長より、本審議会に対しまして「利尻町総合計

画について」ということで諮問をしていただきます。 

諮問は、町長と会長がその場でご起立の上、正対していただき、町長が諮問文を読み上げ、会長に

諮問書を渡すという形でお願いします。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

※町長が諮問書を読み上げる 

 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：保野町長、酒井会長ありがとうございました。改めて、委員

皆様にもよろしくお願いいたします。 

 

 

５．議事 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：それでは、議事に入っていきたいと思いますので、酒井会長

の議事進行でお願いします。 
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（１）次期利尻町総合計画の基本構想について 

酒井会長（進行）：それでは、これより議事の１番目「次期利尻町総合計画の基本構想について」

を議題といたします。本件について、事務局から内容の説明を求めます。 

 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：それでは、先ず、私から説明させていただきます。 

先ほど、保野町長から酒井会長に対して「利尻町総合計画について」とうことで、本審議会に諮問

がなされましたが、諮問文につきましては、資料１として皆様に配付させていただいております。 

これから委員の皆様には、資料２として配付しております「次期利尻町総合計画 基本構想（素

案）」についての審議をお願いしてまいりますが、前回の会議で、「次期総合計画の策定方針」に

ついて説明をさせていただきましたの、若干お浚いをしておきたいと思います。 

次期総合計画については、町民の皆さんと行政が共に参画し、策定する「基本構想」と、基本構想

の実現に向けて行政が主体となり策定する「実施計画」の２つの体系で構成することとしておりま

す。これまでの計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つの計画体系で構成して

おりましたが、「基本構想」と「実施計画」の２つの体系にすることにより、計画全体を簡潔にし、

それぞれの役割や関連性を明確にすることで、町民の皆さんと行政が共有できる、わかりやすい計

画にすることが目的であります。 

これまで、策定方針に基づいて、行政内部では、総合計画策定委員会を立ち上げ、６回の策定委員

会会議と５回のワーキング部会会議、町民アンケート、町民ヒアリング、更には町長に対してのヒ

アリングを実施してまいりました。 

本日の会議では、審議会に対して諮問された「次期利尻町総合計画の基本構想（素案）」と「次期

総合計画の名称」について、資料２を基に説明をさせていただきたいと思っております。 

説明については、本素案の作成を中心となって進めてまいりました佐藤事業調整室長と地域おこし

企業人の大久保さんから説明させていただきます。 

なお、事務局としては、本日は説明を聞いていただくことを主に考えておりまして、具体的な中身

の審議等については、次回以降の会議でと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

それでは、佐藤室長、大久保さん、説明をお願いします。 

 

佐藤事業調整室長（事務局）： 

 

大久保企業人（事務局）： 

 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：以上、資料２「次期利尻町総合計画 基本構想（素案）」に

ついて説明させていただきました。ご不明な点、疑問な点などございましたらご質問等を受けたい

と思いますが、冒頭でも申しましたが、本日は素案を示した上での内容説明が主で、中身の審議に

ついては、次回以降と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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酒井会長：ただいま事務局から、「次期総合計画の基本構想について」説明がありましたが、基本

構想の素案については、本日、町長から本審議会に対して諮問があったばかりであります。 

ただいま、事務局から素案について、次期総合計画の名称から始まり、基本構想の構成、策定につ

いての考え方など、文章の形式のものを順を追って説明をしていただきましたが、本日は委員も目

に触れたばかりですので、具体的な内容に対する審議や意見については次回以降として、説明され

た内容というよりは、文言等の疑問な点についての質問のみお聞きしたいと思います。 

何か、疑問な点などの質問等ありませんか？ 

 

※質問等 

 

酒井会長：それでは、次にいってよろしいですか？ 

 

 

（２）今後のスケジュールについて 

酒井会長（進行）：それでは、「（２）今後のスケジュールについて」を議題といたします。本件

について内容の説明を求めます。 

 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：それでは、今後のスケジュールについて説明させていただき

ます。資料３をご覧ください。 

資料３につきましては、次期総合計画の策定スケジュールということで、現在まで行ってきました、

策定体制全般に亘るスケジュール、結果を主に掲載してございます。 

昨年の１１月３日の理事者打合せをかわきりに、本日の会議まで、現在策定作業として実施してき

た主なものを載せてございます。詳細についての説明は省略させていただきますので、後ほどご質

問等あればお受けいたしたいと思います。 

なお、今後の審議会の開催予定についてですが、次回、第３回会議については一週間後の１０月５

日を予定しております。先ほどより申し上げておりますように、素案の内容について順を追って審

議をしていただきたいと考えております。 

その後、１０月２９日に第４回目の審議会を予定しております。これについては、引き続き素案の

内容について順を追って審議をしていただきたいと考えておりまして、出来ればこの第４回会議で

審議についてまとめていただければと考えております。 

その後、１１月２１日に第５回の審議会を予定しておりまして、この第５回審議会においては、答

申書をまとめていただき、同日で町長に対して答申をしていただくことを想定しております。 

なお、審議会の会議と並行して、町民等に対して本素案についてのパブリックコメント（意見公募

手続き）を、１０月９日から１１月９日までの間の予定で実施してまいりたいと考えております。

提出された意見については、町（行政）として回答し、結果を公表することになりますが、意見の

内容や提出された時期によっては、審議会の中で議論していただく場合もあると考えておりますの
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でご承知おきいただければと思います。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

酒井会長（進行）：ただいま事務局から、「今後のスケジュールについて」説明がありましたが、

質問等ありませんか？ 

 

※質問等 

 

酒井会長：それでは、無ければ、次に行ってよろしいですか？ 

 

 

（３）その他について 

酒井会長（進行）：「（３）その他」ですが、事務局から何かありますか。 

 

宮道まちづくり政策課長（事務局）：事務局からは特にありません。 

 

 

酒井会長：それでは、本日の議題については終了いたしました。 

最後に、全体を通して何かございますか。 

 

※質問等 

 

酒井会長（進行）：それでは、無ければ、本日の会議を閉じたいと思いますが、次回は１週間後の

１０月５日に会議を開きます。委員の皆様には、１週間ほどの期間ですが、基本構想の素案に目を

通していただき、次回の会議では、１つ１つ項目、内容について審議をしていきたいと思いますの

で、積極的な発言かつスムーズな審議の進行にご協力をお願いいたします。 

委員の皆さん、町長はじめ職員の皆さん、本日はご苦労様でした。 

 

以上 


